こどもみらいＢＯＯＫ共同発行事業
公募型プロポーザル実施要領

１　業務概要等
⑴　事業名称
こどもみらいＢＯＯＫ共同発行事業
⑵　事業の目的
安心して妊娠、出産、子育てできる環境をつくるため、妊婦や子育て世代の方に向けて、子育ての方法やイベント情報などをより可視化するとともに、必要な時に容易かつタイムリーに必要な情報を入手できるよう、子育てに関する各種制度、各種窓口や関連施設などをまとめた「こどもみらいＢＯＯＫ」を発行する。
⑶　事業内容
いわき市広告事業実施要綱に基づく「こどもみらいＢＯＯＫ」の共同発行を行う。仕様については、別紙１「こどもみらいＢＯＯＫ共同発行に関する仕様書」による。
⑷　事業実施期間（予定）
協定締結日から令和11年３月31日（土）
⑸　プロポーザル方式の種別
公募型プロポーザル方式
⑹　プロポーザル方式の採用理由
本事業は、企業等の広告を活用して民間事業者等と共同で子育て支援冊子を発行し、妊婦や子育て世代の方に向けて、子育て関連の情報などをよりわかりやすく発信するものであり、企画力、専門性、実績等の総合的な点から事業者を選定するため、公募型プロポーザル方式により実施する。

２　応募資格等
⑴　参加資格
次の各号に定める内容をすべて満たす特定非営利活動法人、財団法人、学校法人、社団法人、その他法人格を有する民間事業者であること。
ア　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しないものであること
イ　令和７年度 いわき市入札参加有資格者名簿（以下「名簿」という。）に登録してある者においては、公募開始日から協定を締結する日までの間に、いわき市工事等に係る指名競争入札参加者の資格選定及び指名等の基準に関する要綱（昭和52年３月28日制定。以下「指名競争入札参加者要綱」という。）に基づく入札参加者選定基準による指名排除措置を受けていない者及びいわき市競争入札有資格者指名停止等措置要綱（平成28年３月30日制定）に基づく入札参加者の指名を停止する場合の基準（以下「指名停止基準」という。）による指名停止を受けていない者であること。
ウ　名簿に登録していない者においては、公募開始日から協定を締結する日までの間に、指名競争入札参加者要綱に基づく入札参加排除基準、入札参加者選定基準による指名排除措置事項及びいわき市競争入札有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止基準に該当しない者であること。
エ　宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。
オ　団体の構成員の中に、いわき市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団又は社会的非難関係者に該当する者が含まれないこと。
カ　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き開始の申立てがなされていない者（会社更生法に基づく更生計画認可の決定を受けている者を除く。）。
　　キ　民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者（民事再生法に基づく再生計画認可の決定を受けている者を除く。）。
ク　本業務委託を履行することができ、円滑な連絡調整を図ることができる体制が整備されていること。
ケ　次に掲げる税のいずれについても未納がない者。
① 消費税及び地方消費税
② 所得税又は法人税
③ 市税（いわき市が賦課徴収する市税がある場合）
⑵　失格事由
次のいずれかに該当した場合は、選定対象から除外する。
ア　参加資格要件を満たさない場合
イ　本要項を遵守しない場合
ウ　審査委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めた場合
エ　他の参加者と企画提案の内容またはその意思について相談を行った場合
オ　事業者選定終了までの間に、他の参加者に対して企画提案の内容を意図的に開示した場合
カ　提出書類に虚偽の記載を行った場合
キ　その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合
ク　その他本事業の遂行に不適当といわき市が判断した場合

３　事業実施スケジュール
本事業の実施スケジュールは次のとおりとする。
	No
	項目
	日程

	1
	募集公告、資料配布開始
	令和８年２月６日(金)

	2
	参加申込受付期間
	令和８年２月16日(月) から
令和８年２月24日(火)午後５時まで

	3
	参加資格確認結果通知の送付
	令和８年２月26日(木)

	４
	企画提案書提出締切日
	令和８年３月17日(火) 午後3時まで

	５
	プレゼンテーション
	令和８年３月25日(水)

	６
	選定結果通知
	令和８年３月27日(金)

	７
	協定締結・事業開始
	令和８年４月末


※日程については、都合により変更する場合があります。

４　参加手続に関する事項
⑴　提出書類
本プロポーザルに参加を希望する事業者は、次の書類を各１部準備し、期限までに持参又は郵送により提出する。

	No
	書類名
	留意事項等

	１
	こどもみらいＢＯＯＫ共同発行事業公募型プロポーザル参加申請書（様式１）
	

	２
	こどもみらいＢＯＯＫ共同発行事業者選定申請に係る誓約書（様式２）
	

	３
	法人概要（様式３）
	

	４
	法人登記事項証明書
	発行後３ヶ月以内のもの

	
	参加資格要件を満たすことを証明する書類
	

	５
	同意書（暴力団排除措置対象者照会に係る同意書）（様式４）
	名簿未登録者のみ

	
	委任状（様式５）
	名簿未登録者で営業所等が応募する場合のみ

	
	消費税及び地方消費税並びに所得税又は法人税に未納がないことを証する書類（税務署が発行する納税証明書）
・法人…納税証明書の様式その３の３
・個人…納税証明書の様式その３の２
	発行後３ヶ月以内のもの

	
	市税の納税証明書（いわき市に課税がある場合のみ）
	発行後３ヶ月以内のもの



⑵　提出期限
　  　令和８年２月24日(火) 午後５時
　　　※ 持参の場合は、土・日曜日及び祝日を除く開庁時間に限る。
　 　 ※ 郵送等の場合は、受付期間内に必着とし、発送後であっても未着の場合は、期限内の提出がなかったものとする。
⑶　提出先
　 　「13　担当課」へ提出すること。

５　参加資格確認結果通知の送付
　　参加資格については、提出された参加申請書等の書類の内容を確認し、その結果を令和８年２月26日(木)までに電子メールにより通知する（電子メールで連絡後書面でも通知）。

６　質問の受付
1 　受付期限
　　　令和８年２月17日(火) 午後5時
⑵　提出方法
　　　原則、電子メールにより、担当課宛に「質問票」（様式６）を「こどもみらいＢＯＯＫ共同発行業務に関する質問」等と標題をつけて送信すること。なお、電話、来訪など口頭等による質問は受け付けない。
⑶　提出先
　　「13　担当課」へ提出すること。
⑷　回答方法
質問内容及び回答を集約したうえで、質問した事業所名は示さず、令和８年２月19日(木)までに、事業者すべてに電子メールで送信する。　

７　企画提案の辞退
参加申請書等の提出後、提案を辞退する場合は、辞退届（任意様式）を「13　担当課」へ提出する。

８　企画提案書の提出
⑴　提出書類
　 　 類似業務の実績、広告選定の方法及び広告主への対応、実施体制、デザイン・規格・構成等について記載した企画提案書（任意様式）を持参又は郵送により提出する。
⑵　提出期限
　  　令和８年３月17日(火) 午後3時
　 　 ※ 持参の場合は、土・日曜日及び祝日を除く開庁時間に限る。
　  　※ 郵送等の場合は、受付期間内に必着とし、発送後であっても未着の場合は、期限内の提出がなかったものとする。
⑶　提出部数
正１部副５部（副は複写可）の計６部提出する。
なお、副５部については、提案内容の選定において匿名性を確保するため、事業者を推定できる内容（業者の称号又は名称、代表者氏名など）についてはマスキングをする。
⑷　提出先
　　　「13　担当課」へ提出すること。
　　
９　共同事業者の選定方法等
⑴　審査体制
審査は、本市職員で構成する「こどもみらいＢＯＯＫ共同発行事業者選定審査委員会」が行う。
⑵　審査方法
　　 各提案者から提出された企画提案書の内容をもとにしたプレゼンテーション及びヒアリングにより行う。
⑶　評価方法
提案内容の審査にあたっては、類似業務の実績、広告選定の方法及び広告主への対応、実施体制、デザイン・規格・構成等が具体的に提案されているかどうかについて、企画提案書やプレゼンテーションによる内容を総合的に判断して行うものとする。
   　また、評価点については、委員会委員1人あたり100点満点とし、委員会委員５人の合計点で算出するものとする。
提案内容評価点（満点500点）＝委員1人あたりの評価点（満点100点）×５（人）

⑷　審査項目・配点
　 　審査項目、配点は次のとおりとする。
	審査項目
	主な審査の観点
	配点

	類似業務の実績
	①　類似業務に関する実績をどの程度有しているか
	10

	
	②　過去に作成したパンフレット等は、作成した趣旨を踏まえた分かりやすいデザイン・構成となっているか
	5

	広告選定の方法及び広告主への対応
	③　広告掲載基準があり、かつ十分な内容か
	10

	
	④　広告主の募集方法に行政への配慮がなされているか
	10

	
	⑤　市内広告を優先的に掲載しているか
	10

	
	⑥　広告主に不祥事があった場合に、十分な対応ができるか
	5

	実施体制

	⑦　遅滞なく業務が遂行できる事業体制か。 
	5

	
	⑧　スケジュール表は具体的であり現実的なものか
	5

	デザイン・規格・構成
	⑨　大きさ、ページ数、紙質など、市民にとって読みやすい規格であるか
	10

	
	⑩　分かりやすい構成となっているか
	10

	
	⑪　子育て世帯にとって手に取りたくなるようなデザインとなっているか
	10

	その他
	⑫　その他評価すべき工夫が提案されているか
	10

	合　　計
	100



⑸　プレゼンテーションの開催方法
ア　開催日時
　　  　令和８年３月25日(水)
イ　場所
いわき市役所議会棟第６委員会室
　　ウ　実施方法
　　　　プレゼンテーションは、企画提案書の説明と表現を補足するための追加説明とし、その後、委員によるヒアリングを実施する。
　　  　実施時間は、１者につき30分程度とし、説明時間を20分程度、ヒアリング時間（質疑応答）を10分程度とする。
　    　プレゼンテーションで使用する資料については、事前に提出した資料を用いることとし、追加資料による説明は認めないこととする。
⑹　最優秀提案者の決定
提案内容評価点（委員５人の合計点）が最も高い提案者を最優秀提案者（共同発行事業候補者）として決定する。
　　　なお、提案内容評価点が同点の場合は、該当する事業者によるくじ引きで決定する。
また、提案者が１者の場合であっても当該審査は実施することとし、審査における最低基準（提案内容評価点の６割）以上の評価点を得た場合は、その提案者を最優秀提案者として決定する。

10　選定結果の通知
審査結果は、全ての事業者に対して、令和８年３月27日(金)までに通知する（電子メールで連絡後書面でも通知）。
最優秀提案者は本市公式ホームページにて公表する。
なお、電話等による問い合わせには応じない。

11　協定の締結
   事業実施にあたり、最優秀提案者と市において協定締結に係る交渉を行い、双方合意に至った場合は、提案された事業内容を基に協定を締結する。

12　企画提案における留意事項
⑴　企画提案にあたっては、本実施要領及び仕様書等を熟読し、それらを遵守すること。
⑵　一事業者につき一提案とし、複数提案は禁止する。
⑶　企画提案に関する提出書類の変更、差し替え、また、再提出は認めない。
⑷　本提案に係る一切の費用については、全て各提案者の負担とする。
⑸　提出された企画提案書は、選定・業者選定の用途以外に応募者に無断で使用しない（いわき市情報公開条例に基づく公開を除く。）。
⑹　提出された企画提案書等の返却は行わない。
⑺　次のいずれかに該当する企画提案は無効とする。
　　ア　本要領に示す参加資格要件から外れた者が行った企画提案
　　イ　本要領の記載内容に従わない企画提案
　　ウ　定められた日時及び場所に提出されなかった企画提案
　　エ　記載すべき事項の全部または一部が記載されていない企画提案
　　オ　虚偽の記載をした企画提案
⑻　提案者が不適当な行動を行った場合及びその疑いが生じた等の場合において、公正に企画提案を執行できないと認められるとき、またはそのおそれがあるときは、本市は当該提案者を企画提案に参加させず、または企画提案の執行を延期し、もしくは取りやめることがある。
　  　また、後日、一連の企画提案手続きにおいて不正な行為が行われていたことが判明した場合は、当該事業者との協定を解除することがある。
　  　なお、不正行為等により、本市に何らかの損害を発生させた場合には、損害賠償請求を行うこともある。
⑼　本要領に定めのない事項及び本要領に疑義が生じた場合は、協議により定める。


13 担当課（書類提出先・問い合わせ先）
いわき市こどもみらい部 こども政策課（いわき市役所本庁舎７階）
住所    ：〒９７０-８６８６　いわき市平字梅本21番地
ＴＥＬ  ：０２４６-２２-７４８３
ＦＡＸ  ：０２４６-２２-７０２９
Ｅ-mail ：kodomoseisaku@city.iwaki.lg.jp
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